
(１ )地域集積協力金

農地バンク を活用し 、 地域の農地を集積・ 集約化し て生産性の向上を目指し ま し ょ う !

地域の皆さ んで話し 合って、 ま と ま っ た農地を農地バンク に貸し 付けま し ょ う !

農地バン ク に貸し 付けた農地の割合に応じ て協力金を お支払いし ま す。

農地バン ク の活用率
交付単価

（ 貸付面積）
一般地域 中山間地域

区分１ 20％超40％以下 ４ ％超15％以下 1.0万円/10 a

区分２ 40％超70％以下 15％超30％以下 1.6万円/10 a

区分３ 70％超80％以下 30％超50％以下 2.2万円/10 a

区分４ 80％超 50％超80％以下 2.8万円/10 a

区分５ 80％超 3.4万円/10 a

取組成果

【 交付イ メ ージ】

【 取組イ メ ージ】

機構集積協力金交付事業（ 地域タ イ プ）

※ 農地バンク を通じ て農作業委託をし た農地面積も 対象と なり ま す。 その場合、 1/2の交付単価になり ま す。

農地バンク を活用し た地域の皆さ んに
協力金・ 奨励金をお支払いし ま す！

 交付単価

取組前 取組後

担い手A

担い手B

担い手C

担い手D

〈 Ｃ 県Ｓ 町の事例〉
高齢化によ り 農地を手放し たいと 考える 所有者が増

加し ていたため、 農地の遊休化を懸念する 担い手が、
町担当者や農地の出し 手に地区の農地の集積を提案し 、
農地バンク を活用し て担い手への農地集積と 集約化に
結びつけま し た。

■ 担い手への集積面積（ 集積率）
14ha（ 22％） から 40ha（ 59％） に増加

■ 担い手の平均経営面積
４ haから 10haに拡大
(１ 団地当たり の平均面積も 拡大)

① 地域の農地面積: 68ha
② 地域内の農地バンク への貸付面積: 50ha
③ 事業実施年度の農地バンク への貸付面積: 36ha
④ 新たに担い手に集積さ れた面積: 26ha

■ 農地バンク の活用率
② ÷① ×100 ＝ 74% （ 区分３ ）

■ 交付対象面積
③ ＝ 36ha

■ 交付要件の確認
④ ÷③ ＝ 72％ → OK

■ 交付額
③ ×2.2万円/10a ＝ 7,920千円

地域に対し て 7 ,9 2 0 千円 を 交付



【 交付要件】

① 農地バンク の活用面積が一定以上である こ と

地域の農地面積に占める 農地バン ク への貸付面積（ 農地バン ク の活用率） が2 0 ％（ 中山間

地域は４ ％） 以上である こ と が必要です。

農地バンク の

活用率
=

地域内の農地面積

農地バンク への貸付総面積※
（ 農地バン ク を 通じ た農作業受委託含む）

※ 事業実施以前の農地バンク への貸付面積を 含みま す。

農地バン ク の活用率 交付単価
（ 貸付面積）一般地域 中山間地域

区分１ 20％超40％以下 ４ ％超15％以下 1.0万円/10 a

区分２ 40％超70％以下 15％超30％以下 1.6万円/10 a

区分３ 70％超80％以下 30％超50％以下 2.2万円/10 a

区分４ 80％超 50％超80％以下 2.8万円/10 a

区分５ 80％超 3.4万円/10 a

②－１ 交付対象面積の1 0 ％以上が新たに担い手に集積さ れる こ と

交付対象面積（ ※） のう ち1 0 ％以上が認定農業者や認定新規就農者等の担い手に貸し 付け

ら れる こ と が必要です。

②－２ 同一の耕作者が耕作する 団地面積が1 0 ％以上増加する こ と

地域の農地面積に占める 同一の耕作者が耕作する １ h a 以上の団地面積が1 0 ％以上増加する

こ と が必要です。

③ 農地バンク に団地と し て農地を貸し 付ける こ と （ 農地バンク の活用率が区分１ の場合のみ）

農地バンク の活用率が区分１ の地域に限り 、 農地バンク への貸付総面積のう ち１ 割以上を １

h a 以上（ 中山間地域は0.5ha以上） の団地と し て貸し 付ける こ と が必要です。

注 過去に交付を 受けたこ と のある 地域にあっ ては、 前回

交付を 受けた区分よ り も 上位の交付区分で申請する 必

要があり ま す。

※ 交付対象面積と は、 対象期間内の貸付面積と 農作業委託面積を 指し ま すが、 再貸付面積や貸付期間６ 年未満

の農地を 除き ま す。
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【 貸付時点】
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担 担

担 担
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【 転貸後】 交付対象面積: 16ha（ １ ha×16筆）
【 貸付時点】

担い手への集積面積: ６ ha
【 転貸後】

担い手への集積面積: ８ ha
新規集積面積: ８ ha－６ ha＝２ ha

→ ２ ha÷16ha＝1 2 .5 ％

注 ②－１ 又は②ー２ のいずれか一方の交付要件を 満たすこ と で、 交付申請可能と なり ま す。

団 団
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【 貸付時点】 【 転貸後】
地域内の農地面積: 7.2ha（ 0.3ha×24筆）
【 貸付時点】

１ ha以上の団地面積: 1.2ha（ 17％）
【 転貸後】

１ ha以上の団地面積: 3.0ha（ 42％）
増加割合: 42％－17％＝2 5 ％
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以下の①～③のすべての交付要件を満たすこ と が必要です。

貸 貸

貸

貸

貸 貸 貸

貸 貸

※ 事業実施年度中の農地バンク への貸付農地だけでなく 、 過年度の貸付農地で団地を 構成し ている 場合でも 交

付要件を 満たし ま す。

地域内の農地面積: 10.8ha（ 0.3ha×36筆）

農地バンク への貸付総面積: 2.7ha
農地バンク の活用率: 25％（ 区分１ ）

１ ha以上の団地面積: 1.2ha

貸付総面積に占める １ ha以上の団地面積
→1.2ha÷2.7ha＝4 4 ％



① 地域の農地面積: 83ha
② 取組前の1ha以上の団地面積: ５ ha
③ 取組後の1ha以上の団地面積: 32ha
④ 農地バンク から 転貸さ れた面積のう ち

新たに増加し た団地面積: 27ha

■ 交付単価
(③ ÷ ① ×100） －（ ② ÷ ① ×100） ＝ 32ポイ ント 増加 ⇒ 区分２ （ 3.0万円／10a）

■ 交付対象面積
④ ＝ 27ha

■ 交付額
④ × 3.0万円/10a  ＝ 810万円

地域に対し て 8 1 0 万円 を 交付

(２ )集約化奨励金

農地バンク を 活用し て地域の農地を 集約化し ま し ょ う !

団地面積の増加割合に応じ て協力金を お支払いし ま す。

【 取組イ メ ージ】

＜T県I市の事例＞
耕作条件が良く 、 担い手が競合し て農地集積を 進め

てき たため、 分散錯圃が生じ ていま し たが、 市の担当
者が、 農地交換によ る 集約化を 担い手に提案し 、 農地
バンク を活用し て分散錯圃の解消に結びつけま し た。

取組前 取組後

担い手A（個人） 担い手B（法人） 担い手C（個人）

■ 担い手が利用する 団地数: 30カ所から ８ カ所
ま で減少(１ 団地当たり の平均面積も 0.7haから
８ haに拡大)

取組成果

【 交付イ メ ージ】

※ 農地バンク を通じ た農作業受託をし た農地面積も 対象と なり ま す。 その場合、 1/2の交付単価になり ま す。

 交付単価

団地面積割合
交付単価

（ 転貸面積）

区分１ 10ポイ ン ト 増 1.0万円/10a

区分２ 20ポイ ン ト 増 3.0万円/10a

① ② ③ ④ ⑤

〈 団地化のイ メ ージ 〉

協力金・ 奨励金の使途を 地域の話合いによ り 自ら 決める こ と ができ ま す！



機構集積協力金（ 個人タ イ プ） ： 経営転換協力金

「 １ つの作物に特化し たい」 、 「 リ タ イ アする から 誰かに農地を 貸し

たい」 等の農地は農地バン ク に貸し 付けま し ょ う !

【 交付対象者】

○リ タ イ アする 農業者

○農地の相続人で農業経営を 行わない者

○農業部門の減少によ り 経営転換する 農業者

以下の農業部門のう ち２ 以上を経営する 者が１ 以上を廃止する 場合に対象になり ま す。
①土地利用型作物、 ②露地野菜等、 ③施設野菜、 ④露地果樹、 ⑤施設果樹、 ⑥露地花き 、
⑦施設花き 、 ⑧茶、 ⑨牧草、 ⑩サト ウ キビ、 ⑪その他（ ①～⑩以外の農業生産部門）

【 交付単価】

交付単価 上限額

令和５ 年度 1.0万円/10a 25万円/1戸

※ 令和５ 年度においては、 地域タ イ プと
一体的に取り 組む場合にのみ交付さ れ
る こ と に留意し てく ださ い。

【 交付要件】

○ 農地バンク に対し 、 全ての農地を 10年以上貸し 付ける 必要があり ま す。

（ 注） ①農業振興地域外の農地、 ②農業振興地域内の1 0 a 未満の農地、 ③経営転換の
場合の減少部門以外の作物を 栽培する ための農地は、 農地バン ク に貸し 付けなく て
も かま いま せん。

【 留意点】

○ 令和５ 年度限り の事業と なり ま す。
令和６ 年度以降は経営転換協力金の交付申請は行えま せん。

〇 令和４ 年度ま では、 農地バン ク に貸し 付けた日の翌年度ま で交付申請する こ と が
でき ま し たが、 令和５ 年度に農地バン ク に貸し 付けた場合は、 令和５ 年12 月ま で
に交付申請する 必要があり ま す。

〇 事業がなく なっ ても 、 交付を 受けた後1 0 年以内に、 農地バン ク と の貸借契約を
解消する など 、 交付要件を 欠いた場合には、 交付金を 返還する 必要があり ま す。



○東北農政局
（青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県）
地域集積協力金・経営転換協力金（022-221-6237）／農地整備・集約協力金（022-221-6291）

○関東農政局
（茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、静岡県）
地域集積協力金・経営転換協力金（048-740-0099）／農地整備・集約協力金（048-740-0528）

○北陸農政局
（新潟県、富山県、石川県、福井県）
地域集積協力金・経営転換協力金（076-232-4319）／農地整備・集約協力金（076-232-4725）

○東海農政局
（岐阜県、愛知県、三重県）
地域集積協力金・経営転換協力金（052-223-4627）／農地整備・集約協力金（052-223-4638）

○近畿農政局
（滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県）
地域集積協力金・経営転換協力金（075-414-9013）／農地整備・集約協力金（075-414-9541）

○中国四国農政局
（鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県）
地域集積協力金・経営転換協力金（086-224-9407）／農地整備・集約協力金（086-224-9423）

○九州農政局
（福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県）
地域集積協力金・経営転換協力金（096-300-6202）／農地整備・集約協力金（096-300-6493）

○沖縄総合事務局（沖縄県）
地域集積協力金・経営転換協力金（098-866-1628）／農地整備・集約協力金（098-866-1652）

○農林水産省（北海道）
地域集積協力金・経営転換協力金（03-3591-1389）／農地整備・集約協力金（03-6744-2208）

【内容に関しては、各都道府県を担当する地方農政局等へ、お気軽にお問い合わせください】


